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国こ
く
み
ん
け
ん
こ
う

民
健
康
保ほ

険け
ん

新あ
た
らし

い
高こ

う
れ
い齢

受じ
ゅ

給き
ゅ
う

者し
ゃ

証し
ょ
う

を

送そ
う

付ふ

し
ま
す

●
８
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い

　

70
歳
以
上
の
人
が
現
在
持
っ
て
い
る
高
齢

受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す
。
新
し
い
高
齢
受

給
者
証
は
、
７
月
下
旬
に
世
帯
主
あ
て
に
送

付
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
と
被
保
険
者
証
を
一
緒
に
、
病

院
な
ど
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
㆒
定
の
障
が
い
が
あ
り
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
証
で
医
療
を
受
け
て
い

る
場
合
を
除
き
ま
す
。

●
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
平
成
29
年
中
の

所
得
で
決
ま
り
ま
す

　

70
歳
以
上
の
人
の
医
療
費
の
一
部
負
担
金

の
割
合(

１
割
、
２
割
ま
た
は
３
割)

は
、
所

得
や
年
齢
に
応
じ
て
決
ま
り
、
㆒
定
以
上
の

所
得
が
あ
る
世
帯
の
人
は
３
割
負
担
と
な
り

ま
す
。
㆒
部
負
担
金
の
割
合
は
毎
年
見
直
し

が
行
わ
れ
、
平
成
30
年
８
月
１
日
か
ら
は
平

成
29
年
中
の
所
得
で
判
定
し
ま
す
。

※�

世
帯
構
成
や
所
得
額
に
変
更
が
あ
れ
ば
年

度
途
中
で
あ
って
も
、
一
部
負
担
金
の
割
合

が
変
更
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
㆒
部
負
担
金
の
割
合
の
判
定
基
準

な
ど
、
詳
し
く
は
高
齢
受
給
者
証
に
同
封
の

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
段
階
的
に
見
直

さ
れ
て
い
ま
す

　

平
成
26
年
度
か
ら
医
療
制
度
の
改
正
に
よ

り
、
㆒
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
世
帯
以
外
の

人
の
㆒
部
負
担
金
の
割
合
が
、
段
階
的
に
２

割
に
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
郵
送
す
る
高
齢
受
給
者
証
に
は
、
昭

和
19
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
人
に
は
「
２

割
」、
昭
和
19
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の

人
に
は
、「
２
割(
特
例
措
置
に
よ
り
１
割)

」

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

●�

有
効
期
限
は
、
来
年
の
７
月
末
ま
で(

75

歳
に
な
る
人
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で)

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
平

成
31
年
７
月
31
日
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま

で
に
75
歳
に
な
る
人
は
、
有
効
期
限
は
75
歳

の
誕
生
日
の
前
日
に
な
り
ま
す
。(

75
歳
の
誕

生
日
か
ら
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
証
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す)

●
問
い
合
わ
せ
先　

　
国
保
年
金
課�

国
保
担
当

国こ
く
み
ん
け
ん
こ
う

民
健
康
保ほ

険け
ん

限げ
ん

度ど

額が
く

適て
き
よ
う用
認に

ん
て
い定
証し

ょ
う

の
更こ

う
し
ん新

●
入
院
な
ど
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は
、

事
前
に
認
定
証
の
申
請
を

　

医
療
機
関
窓
口
で
保
険
証
な
ど
に
加
え
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
㆒
つ
の
医
療
機
関
で
の
１
カ
月

の
医
療
費(

※)

の
窓
口
負
担
や
食
事
代
が
減

額
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
認
定
証
は
、
事
前
に
国
民
健
康
保
険
担
当

の
窓
口
へ
申
請
を
し
て
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

※�

保
険
適
用
さ
れ
る
診
療
分
の
み
。
同
じ
医

療
機
関
で
も
、
歯
科
は
別
計
算
。
ま
た
、

外
来
と
入
院
も
別
計
算
。

●�

す
で
に
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、
再
度

申
請
を

　
す
で
に
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
有
効

期
限
が
７
月
31
日
ま
で
と
な
って
い
ま
す
。

　

８
月
以
降
も
必
要
な
人
は
、
７
月
23
日

(

月)

か
ら
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
交
付
の
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

▽
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

　
保
険
証
、
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

▽
印
鑑

▽�

交
付
対
象
者
と
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

わ
か
る
も
の

●
注
意
事
項

　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
場
合
は
認

定
証
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

①
世
帯
に
所
得
が
未
申
告
の
人
が
い
る

②�

国
民
健
康
保
険
税(

国
保
税)

に
滞
納
が

あ
る

※�

国
保
税
を
納
付
後
２
週
間
以
内
に
申
請
を

す
る
場
合
は
、
納
付
の
確
認
が
取
れ
ま
せ

ん
の
で
、
領
収
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

毎
年
８
月
に
所
得
区
分
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、
前
年
の
所
得
で
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
を
判

定
し
ま
す
。

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
に
よ

る
高
額
療
養
費
の
負
担
区
分
は
、
年
齢
や
所

得
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
年
金
課
国
保
担
当

限度額適用認定証
（一般）

見本
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広報ちくしの 平成30年7月1日9 問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

後こ
う

期き

高こ
う
れ
い齢

者し
ゃ

医い

療り
ょ
う

平
成
30
年
度
の
保ほ

険け
ん

料り
ょ
う

が

決け
っ
て
い定
し
ま
し
た

　
保
険
料
は
、
平
成
29
年
中
の
所
得
金
額
と

世
帯(

※)

の
状
況
を
基
に
算
定
を
行
い
、
決

定
し
ま
す
。

※｢

世
帯｣

と
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
時

点
の
世
帯(

75
歳
に
な
る
人
、
県
外
か
ら

の
転
入
者
な
ど
は
そ
の
時
点)

を
基
準
に

し
て
い
ま
す
。

●
保
険
料
額
の
通
知

　
被
保
険
者(

加
入
者)

の
皆
さ
ん
へ
「
平
成

30
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
」
を
７
月
中
旬
に
お
届
け
し
ま
す
。

●
平
成
30
年
度
保
険
料
率

▽
均
等
割
額　
５
万
６
０
８
５
円

▽
所
得
割
率　

�

10
・
83
パ
ー
セ
ン
ト

▽
賦
課
限
度
額　
62
万
円

●
保
険
料
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
、
均
等
割
額

の
軽
減
措
置
が
行
わ
れ
ま
す
。

(

被
保
険
者
均
等
割
の
９
割
、８・５
割
、５
割
、

２
割
軽
減)

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前
日

ま
で
「
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
」

だ
っ
た
人
は
、
被
保
険
者
均
等
割
額
が
５
割

軽
減
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
割
額
は
か

か
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
先

▽
市
国
保
年
金
課
医
療
年
金
担
当

　
☎(

９
２
３)

１
１
１
１

▽
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎(

６
５
１)

３
１
１
１

後こ
う
期き

高こ
う
れ
い
し
ゃ

齢
者
医い

療り
ょ
う

新あ
た
ら

し
い
被ひ

保ほ

険け
ん

者し
ゃ

証し
ょ
う

な
ど
は

７
月が

つ

下げ

旬じ
ゅ
ん

に
送そ

う

付ふ

し
ま
す

●�

８
月
か
ら
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま

す
　
現
在
の
被
保
険
者
証
は
、
平
成
30
年
７
月

31
日
ま
で
の
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
被
保
険
者
証

(

薄
緑
色)

の
有
効
期
限
は
、
平
成
31
年
７
月

31
日
ま
で
の
１
年
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
通

常
よ
り
短
い
有
効
期
限
の
被
保
険
者
証
を
窓

口
で
交
付
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
８
月
１
日
以
降
に
受
診
す
る
と
き
は
、
新

し
い
被
保
険
者
証(

薄
緑
色)

を
医
療
機
関
の

窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
７
月
31
日
ま
で
に
新
し
い
被
保
険
者
証(

薄

緑
色)

が
届
か
な
い
場
合
は
、
市
窓
口
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

被
保
険
者
証
の
自
己
負
担
割
合
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

　
医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
の
医
療
費
の
自

己
負
担
割
合
は
、
１
割
ま
た
は
３
割
で
す
。

　
毎
年
、
前
年
中
の
所
得
を
も
と
に
、
８
月

か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
の
自
己
負
担

割
合
の
判
定
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て
の
詳
細

は
被
保
険
者
証
に
同
封
し
て
い
る
文
書
を
確

認
す
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

を
８
月
に
更
新
し
ま
す

　
現
在
、
使
用
中
の
限
度
額
適
用･

標
準
負

担
額
減
額
認
定
証(

以
下
、
減
額
認
定
証)

の

有
効
期
限
は
、
平
成
30
年
７
月
31
日
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
減
額
認
定
証
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
人
で
、

平
成
30
年
度
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税
世
帯

の
人
に
は
、
８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
減
額

認
定
証
を
被
保
険
者
証
と
は
別
に
７
月
下
旬

に
お
届
け
し
ま
す
。

●
減
額
認
定
証
と
は

　
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
で
あ
る

人
が
入
院
ま
た
は
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け

る
際
に
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
窓
口
に
提

示
す
る
と
、
医
療
費
の
自
己
負
担
は
限
度
額

ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食
費
・
居
住
費
の

負
担
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
新
た
に
減
額
認
定
証
の
交
付
を
希

望
す
る
場
合
は
、
市
窓
口
で
の
申
請
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
そ
の
他　

※�

非
課
税
証
明
書
な
ど
収
入
額
を
証
明
す
る

も
の
や
入
院
期
間
を
確
認
で
き
る
も
の
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

▽
市
国
保
年
金
課�

医
療
年
金
担
当

　
☎(

９
２
３)

１
１
１
１

▽
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎(

６
５
１)

３
１
１
１

※「総所得金額等とは、前年中の公的年金等収入から控除を差し引いた額、給与収
入から控除を差し引いた額、事業収入から控除を差し引いた額などの合計額で
各種所得控除前の額です。

●平成30年度保険料の計算方法

保険料 ＝

被保険者
均等割額

＋

所得割額

56,085円
総所得金額等－
33万円

（基礎控除額）
× 所得割率

10.83%
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国こ
く

民み
ん

年ね
ん

金き
ん

保ほ

険け
ん

料り
ょ
う

の
免め

ん
じ
ょ除
・

納の
う

付ふ

猶ゆ
う

予よ

の
受う

け
つ
け付
が
始は

じ

ま
り

ま
す

　
国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
保
険
料
の
免
除

や
納
付
猶
予(

平
成
28
年
７
月
分
よ
り
30
歳

未
満
か
ら
50
歳
未
満
に
対
象
が
拡
大)
が
適

用
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
免
除
や
納
付
猶
予
の
期
間
は
、
７
月
分
か

ら
翌
年
６
月
分
で
前
年
の
所
得
に
よ
る
審
査

が
あ
り
、
離
職
票
な
ど
の
添
付
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
申
請
月
よ
り
２
年
１
カ
月
前
分

ま
で
し
か
受
付
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
い
内
容
や
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
年
金
課�

医
療
年
金
担
当

平
成
30
年
度
の
私し

立り
つ

幼よ
う

稚ち

園え
ん

就し
ゅ
う

園え
ん

奨し
ょ
う

励れ
い

費ひ

　
市
で
は
、
幼
稚
園
教
育
の
一
層
の
普
及
充

実
を
図
る
た
め
、
私
立
幼
稚
園
の
保
育
料
な

ど
の
一
部
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に

移
行
し
た
幼
稚
園
に
在
園
し
て
い
る
場
合
は
、

給
付
の
対
象
外
で
す
。

●
対
象　
私
立
幼
稚
園
に
在
園
し
て
い
る
満

３
歳
児
お
よ
び
３
～
５
歳
児(

平
成
24
年
４

月
２
日
～
平
成
28
年
４
月
１
日
生
ま
れ)

で
、

市
内
に
居
住
し
て
い
る
子
ど
も
の
保
護
者

※�

満
３
歳
児
は
、
満
３
歳
に
達
し
た
月
か
ら

給
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
課�

子
育
て
支
援
担
当

福ふ
く

岡お
か

広こ
う

域い
き

都と

市し

計け
い

画か
く

変へ
ん
こ
う
あ
ん

更
案
の
縦じ

ゅ
う

覧ら
ん

を
行お

こ
な

い
ま
す

　
都
市
計
画
法
第
21
条
第
２
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
17
条
第
１
項
に
基
づ

き
、
福
岡
広
域
都
市
計
画(

筑
紫
駅
西
口
土

地
区
画
整
理
事
業)
の
変
更
に
関
す
る
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す
。

●
縦
覧
お
よ
び
意
見
書
提
出
期
間

　
７
月
３
日(

火)

～
７
月
17
日(
火)
、
８

時
30
分
～
17
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

●
縦
覧
場
所

▽�

筑
紫
駅
西
口
区
画
整
理
事
務
所(

市
内
大

字
筑
紫
６
３
６-

１)

▽
市
役
所
第
３
別
館
２
階
都
市
計
画
課

●
対
象
者　
市
民
・
利
害
関
係
人

●
問
い
合
わ
せ
先　
区
画
整
理
課
換
地
・

補
償
担
当(

筑
紫
駅
西
口
区
画
整
理
事
務

所)

☎(

９
２
６)

４
６
３
８

事じ

前ぜ
ん

登と
う

録ろ
く

型が
た

本ほ
ん

人に
ん

通つ
う

知ち

制せ
い

度ど

を
ご
存ぞ

ん

じ
で
す
か
？　

　
「
事
前
登
録
型
本
人
通
知
制
度
」
は
、
筑

紫
野
市
に
住
民
登
録
や
本
籍
が
あ
る
人
が
事

前
に
登
録
す
る
こ
と
で
、
住
民
票
や
戸
籍
を

第
三
者
に
交
付
し
た
際
に
通
知
を
受
け
る
制

度
で
す
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
不
正
取
得
の

抑
制
や
早
期
発
見
が
期
待
で
き
ま
す
。

●
登
録
で
き
る
人　
筑
紫
野
市
に
住
民
登
録

ま
た
は
戸
籍
が
あ
る
人

●
登
録
期
間(

通
知
す
る
期
間)　
登
録
し

た
日
か
ら
３
年
目
の
12
月
31
日
ま
で

●
対
象
と
な
る
証
明
書　
住
民
票
や
戸
籍
に

関
す
る
証
明
書

●
通
知
す
る
内
容　
交
付
年
月
日
、
証
明
書

の
種
別
お
よ
び
通
数
、
交
付
請
求
者
の
種
別

(

代
理
人
ま
た
は
第
三
者
の
別)

※�

交
付
請
求
者
の
氏
名
、
住
所
は
通
知
し
ま

せ
ん

●
登
録
手
続
き
に
必
要
な
も
の

▽
登
録
申
請
書

▽�
本
人
確
認
書
類(

運
転
免
許
証
、
旅
券
な

ど)

▽
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状

▽�

法
定
代
理
人
の
場
合
は
戸
籍
謄
本
な
ど
の

資
格
を
証
す
る
も
の

※�

登
録
申
請
書
お
よ
び
委
任
状
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
受
付
窓
口　
市
民
課
窓
口(

郵
送
可)

●
問
い
合
わ
せ
先　
市
民
課

ち
く
し
の
福ふ

く

祉し

村む
ら

第だ
い

２
回か

い

公こ
う

開か
い

講こ
う

座ざ

　
市
民
の
誰
も
が
、
人
権
と
個
性
を
尊
重
し

て
お
互
い
を
支
え
あ
い
、
本
市
に
住
む
全
て

の
人
々
が
安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、「
ち
く
し
の
福

祉
村
」
の
公
開
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
参
加

無
料
で
、
事
前
申
し
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
手
話
通
訳
も
あ
り
、
誰
で
も
参
加
で
き

ま
す
。

●
日
時　
７
月
21
日(

土)

、
13
時
30
分
～

15
時
30
分

●
場
所　
カ
ミ
ー
リ
ヤ
２
階
視
聴
覚
室

●
テ
ー
マ

　

｢

地
域
共
生
社
会
っ
て
な
～
に
？｣

～
発

達
障
が
い
の
気
づ
き
、
見
守
り
、
支
援
～�

●
講
師　
橋
本�

武
夫
さ
ん(

若
楠
児
童
発

達
支
援
セ
ン
タ
ー
長)

●
託
児(

定
員
20
人)　
託
児
を
希
望
す
る

場
合
は
、
開
催
日
の
10
日
前
ま
で
に
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

●
託
児
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
生
活
福
祉
課�

地
域
福
祉
担
当
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大だ
い

腸ち
ょ
う

が
ん
検け

ん
し
ん診
を

受う

け
ま
し
ょ
う

　
大
腸
が
ん
検
診
は
、
集
団
検
診
と
個
別
検

診
が
あ
り
ま
す
。
集
団
検
診
の
詳
細
は
、
４

月
上
旬
に
配
布
さ
れ
た「
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
個
別
検
診
】

●
検
診
期
間　
７
月
２
日(

月)

～
平
成
31

年
１
月
31
日(

木)

※�

医
療
機
関
へ
の
容
器
提
出
は
平
成
31
年
２

月
28
日
ま
で

●
対
象
者　
40
歳
以
上
の
市
民

●
料
金　
無
料

●
受
け
方
と
検
査
方
法

①�

指
定
医
療
機
関
に
大
腸
が
ん
検
診
を
申
し

込
み
、
便
を
採
る
容
器
を
も
ら
い
ま
す
。

②�

自
宅
で
２
日
分
の
便
を
と
り
、
医
療
機
関

に
提
出
し
ま
す
。

③�

検
査
日
か
ら
２
～
３
週
間
後
、
医
療
機
関

で
結
果
を
受
け
取
り
ま
す
。

※�

指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、「
健
康
カ

レ
ン
ダ
ー
」
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
推
進
課(

カ
ミ
ー
リ
ヤ
内)

▽
☎(

９
２
０)

８
６
１
１

▽

(

９
２
６)

６
０
０
６

▽
電
子
メ
ー
ルkenkou

@
city.chikushino.fukuoka.jp

室
内
シ
ュ
ー
ズ
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

●
申
込
期
間　
７
月
５
日(

木)

、
９
時
～

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
健
康
測
定
室(

カ
ミ
ー
リ
ヤ
内)

☎(

９
２
０)

８
０
７
０

※
月
曜
日
は
お
休
み
で
す

気き

軽が
る

に
で
き
る
ボ
ラ
ン
ティ
ア

献け
ん
け
つ血
に
ご
協き

ょ
う
り
ょ
く力
く
だ
さ
い

　
病
気
や
け
が
な
ど
で
輸
血
を
必
要
と
し
て

い
る
患
者
さ
ん
の
尊
い
生
命
を
救
う
た
め
、

17
歳
～
69
歳(

※)

の
健
康
な
人
に
献
血
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

運
転
免
許
証
、
献
血
カ
ー
ド
・
手
帳
な
ど

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
７
月
27
日(

金)

、
９
時
30
分
～

12
時
・
13
時
～
16
時

●
場
所　
市
役
所
玄
関
前

●
採
血
量　
全
血
４
０
０
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

●
対
象
年
齢

▽
男
性
17
歳
～
69
歳

▽
女
性
18
歳
～
69
歳

●
体
重　
50
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

※�
65
歳
以
上
の
人
は
、
60
歳
に
な
っ
て
献
血

の
経
験
が
あ
る
人
。

●
共
催　
筑
紫
野
市
献
血
推
進
協
議
会

●
問
い
合
わ
せ
先　
健
康
推
進
課(

カ
ミ
ー

リ
ヤ
内)

☎(

９
２
０)
８
６
１
１

境
課

▽

(

９
２
３)

９
６
４
２

▽
電
子
メ
ー
ルkankyou@

city.
chikushino.fukuoka.jp

健け
ん
こ
う
そ
く
て
い
か
い

康
測
定
会
を
開か

い
さ
い催
し
ま
す
！

　
以
前
は
簡
単
に
で
き
て
い
た
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
き
た
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？�

体
力
・
筋
力
の
低
下
は
関
節
痛
や
疲
労
の
原

因
に
な
り
ま
す
。
動
き
や
す
く
な
る
こ
の
時

期
に
自
身
の
体
力
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
せ
ん

か
？�

ま
た
、
今
回
は
同
時
に
骨
密
度
測
定

も
行
い
ま
す
。
体
を
動
か
す
の
が
苦
手
な
人

も
安
心
し
て
気
軽
に
参
加
で
き
る
測
定
会
で

す
。(

要
申
し
込
み)

●
日
時　
７
月
26
日(

木)

、
９
時
30
分
～

15
時
、
１
人
60
分
程
度

●
内
容

①�

測
定
項
目　
体
成
分
測
定(
筋
肉
量
、
脂

肪
量
な
ど)

、骨
密
度
測
定
、全
身
持
久
力
、

握
力
、
柔
軟
性
、
バ
ラ
ン
ス
測
定
、
ロ
コ

モ
度
チ
ェ
ッ
ク
・
姿
勢
チ
ェ
ッ
ク

②
結
果
説
明　

③
運
動
体
験

※�

結
果
説
明
と
運
動
体
験
は
別
日
に
実
施
。

測
定
日
に
予
約
確
認
を
し
ま
す
。　

●
対
象　
20
歳
以
上
の
人

●
料
金　
５
０
０
円

●
定
員　
先
着
50
人

●
持
参
す
る
も
の　
運
動
し
や
す
い
服
装
、

親お
や

子こ

星ほ
し

空ぞ
ら

観か
ん

察さ
つ

会か
い

参さ
ん

加か

者し
ゃ

募ぼ

集し
ゅ
う

！

　
望
遠
鏡
で
月
や
星
座
を
観
察
し
て
み
ま
せ

ん
か
？�

き
れ
い
な
夜
の
星
座
を
楽
し
み
ま

し
ょ
う
。

●
日
時　
８
月
16
日(

木)
、
18
時
30
分
～

20
時
30
分

※�

雨
天
時
は
、
予
備
日(

８
月
17
日(
金))

に
延
期
。
予
備
日
も
雨
天
時
は
、
屋
内
で

星
空
と
環
境
に
関
す
る
体
験
講
座
を
実
施

●
場
所　
カ
ミ
ー
リ
ヤ
２
階
視
聴
覚
室(

観

察
は
多
目
的
コ
ー
ト)

●
講
師　
濱
田�

芳
宏
さ
ん

●
対
象　
市
内
在
住
の
小
中
学
生
と
そ
の
保

護
者

●
定
員　
30
人
程
度

※�

応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
事
務
局
で
抽
選

を
行
い
ま
す
。
結
果
は
皆
さ
ん
に
郵
送
に

て
連
絡
し
ま
す
。

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
方
法　
①
住
所
、
②
氏
名
・
ふ
り
が

な(

全
員)

、
③
年
齢(

全
員)

、
④
電
話
番

号
、
⑤
「
星
空
観
察
会
」
を
明
記
の
上
、
電

話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
、
郵
送
の

い
ず
れ
か
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

１
組
に
つ
き
１
通
の
応
募
に
限
り
ま
す
。

●
申
込
期
限　
７
月
31
日(

火)

ま
で

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

▽
あ
て
先　
〒
818-

8686(

住
所
記
入
不
要)

環
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平
成
31
年
筑
紫
野
市
成せ

い
じ
ん
し
き

人
式

実じ
っ

行こ
う

委い

員い
ん

大だ
い

募ぼ

集し
ゅ
う

！

　
平
成
31
年
成
人
式
の
実
行
委
員
を
募
集
し

ま
す
。
20
歳
の
節
目
に
、
一
生
に
一
度
の
思

い
出
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
？

　
皆
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

平
成
31
年
筑
紫
野
市
成
人
式

■
日
程　
平
成
31
年
１
月
13
日(

日)

■
時
間　
14
時
開
式(

13
時
30
分
受
付
開
始)

■
場
所　
文
化
会
館

第
１
回
成
人
式
実
行
委
員
会

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

■
日
程　
９
月
１
日(

土)

■
時
間　
13
時
30
分
～
15
時(

予
定)

■
場
所

　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
３
階
学
習
室
６

●
対
象　
平
成
31
年
成
人
式
対
象
者(

平
成

10
年
４
月
２
日
～
平
成
11
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
人)�

●
活
動
内
容　
９
月
か
ら
月
１
回
程
度
の
会

議
が
あ
り
、
式
の
内
容
や
記
念
品
な
ど
に
つ

い
て
話
し
合
い
ま
す
。
ま
た
当
日
の
司
会
や

運
営
の
手
伝
い
を
し
ま
す
。

●
応
募
方
法　
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
直

接
参
加
、
ま
た
は
電
話
か
電
子
メ
ー
ル
で
、

氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

生
涯
学
習
課�

生
涯
学
習
推
進
・
青
少
年

担
当

▽
☎(
９
１
８)

３
５
３
５

▽
電
子
メ
ー
ル

　

k-gakushuu@
city.chikushino.

fukuoka.jp

ご
み
減げ

ん

量り
ょ
う

・
リ
サ
イ
ク
ル

協き
ょ
う
り
ょ
く力
店て

ん

を
募ぼ

集し
ゅ
う

し
ま
す
！

　
市
内
の
事
業
所
で
、
ご
み
減
量
・
リ
サ
イ

ク
ル
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
一
定
の
項
目

を
満
た
す
事
業
所
を
「
ご
み
減
量
・
リ
サ
イ

ク
ル
協
力
店
」
と
し
て
認
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
飲
食
店
の
皆
さ
ん
が
認
定
を
受
け

や
す
い
項
目
を
設
定
し
た
「
エ
コ
飲
食
店
」

制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
ご
応
募

く
だ
さ
い
。

　

認
定
し
た
事
業
所
は
、
隣
組
回
覧
や
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

●
期
間　
随
時
受
付(

認
定
証
交
付
は
９
月

を
予
定)

●
対
象　
市
内
の
全
事
業
所

●
認
定
方
法

▽�

生
ご
み
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
事
業
所
か

ら
生
じ
る
廃
棄
物
の
減
量
化

▽�

可
燃
ご
み
、不
燃
ご
み
、資
源
ご
み
を
し
っ

か
り
分
別
し
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
全
23
項
目
中
５
項
目
以
上
を
満

た
す
事
業
所

▽�

ま
た
、
次
の
い
ず
れ
か
１
項
目
を
特
別
項

目
と
し
て
認
定
し
ま
す
。

①�

ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
規
格(

Ｉ
Ｓ

Ｏ
１
４
０
０
１
、
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
21)

を
取
得
し
て
い
る
。

②�
飲
食
店
認
定
項
目
14
項
目
中
５
項
目
以
上

満
た
し
て
い
る
飲
食
店
。(

併
せ
て
「
エ

コ
飲
食
店
」
に
認
定
し
ま
す)

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法　
電
話

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
ご
み
減
量

推
進
連
絡
協
議
会
事
務
局(

環
境
課
内)

夏な
つ

の
節せ

つ
で
ん電
に
ご
協き

ょ
う
り
ょ
く力
を
お
願ね

が

い
し
ま
す

　
夏
場
は
、
エ
ア
コ
ン
の
使
用
な
ど
で
電
気

使
用
量
が
増
加
し
ま
す
。
日
常
生
活
や
健
康

に
支
障
の
な
い
範
囲
で
、
節
電
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
家
庭
で
で
き
る
節
電
の
例

▽�

冷
房
の
設
定
温
度
は
28
℃
に

▽�

カ
ー
テ
ン
や
断
熱

シ
ー
ト
で
熱
の
出

入
り
を
少
な
く
す

る
▽�

照
明
器
具
は
掃
除

を
し
て
明
る
さ
を

ア
ッ
プ
す
る

▽�

使
わ
な
い
電
化
製
品
は
こ
ま
め
に
ス
イ
ッ

チ
を
切
る

　
節
電
は
、
継
続
し
て
負
担
な
く
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
内
容
に
し
ま
し
ょ
う
！

　
気
温
が
高
く
な
る
と
、
屋
内
で
も
熱
中
症

の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
水
分
を
こ
ま
め
に
補

給
し
、
で
き
る
こ
と
か
ら
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
環
境
課

平成30年成人式実行委員の皆さん
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ち
く
し
の
健け

ん
こ
う康

川せ
ん

柳り
ゅ
う

を
募ぼ

集し
ゅ
う

し
ま
す

　
運
動
や
食
生
活
な
ど
の
健
康
づ
く
り
、
生

き
る
喜
び
、
生
き
が
い
、
ス
ト
レ
ス
解
消
な

ど
の
心
の
健
康
づ
く
り
も
含
め
、
健
康
に
関

す
る
色
々
な
思
い
を
川
柳
に
し
て
み
ま
せ
ん

か
？�

●
対
象　
市
内
に
在
住
ま
た
は
通
勤
・
通
学

し
て
い
る
人

●
応
募
方
法　
「
川
柳
、
氏
名
、
ペ
ン
ネ
ー

ム(

あ
る
場
合
の
み
記
入)

、
住
所
、
電
話
番

号
、
所
属(

会
社
名
、
学
校
名)

」
を
明
記
し

て
、
ハ
ガ
キ
、
電
子
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
健

康
推
進
課
窓
口
に
持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法

で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。(

１
人
３
句
ま
で)

●
応
募
期
限　
８
月
３
日(

金)

消
印
有
効

●
審
査
・
作
品
展
示

　
筑
紫
野
市
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
で
審

査
を
行
い
、
入
賞
者
に
は
９
月
中
旬
ご
ろ
通

知
を
送
付
し
ま
す
。
９
月
30
日(

日)

開
催
の

カ
ミ
ー
リ
ヤ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
て
入
賞
作

品
を
表
彰
し
ま
す
。
市
役
所
ロ
ビ
ー
お
よ
び

カ
ミ
ー
リ
ヤ
に
て
応
募
作
品
の
展
示
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
入
賞
作
品
は
広
報
紙
お
よ
び

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
予
定
で
す
。

●
入
賞
お
よ
び
賞
品

　
最
優
秀
賞
１
人　
記
念
品(

１
万
円
相
当)

　
優
秀
賞
２
人　
記
念
品(

５
千
円
相
当)

　
特
別
賞
３
人　
記
念
品(

３
千
円
相
当)

　
奨
励
賞
５
人　
記
念
品(

１
千
円
相
当)

●
注
意
事
項

※�

応
募
作
品
の
著
作
権
は
市
に
帰
属
し
ま

す
。
ま
た
、
作
品
を
市
の
健
康
推
進
事
業

で
使
用
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
主
催　
筑
紫
野
市
健
康
づ
く
り
推
進
協
議

会
、
筑
紫
野
市

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

▽
郵
送(

あ
て
先)

〒
818-

0013
市
内
岡
田
３-

11-

１

健
康
推
進
課(

カ
ミ
ー
リ
ヤ
内)

▽
☎(

９
２
０)

８
６
１
１

▽
(

９
２
６)

６
０
０
６

▽
電
子
メ
ー
ル

kenkou@
city.chikusino.fukuoka.jp

第だ
い

32
回か

い

御ご

前ぜ
ん

湯ゆ

う
し
湯ゆ

ま
つ
り

　
土
用
丑
の
日
に
、
御
前
湯
う
し
湯
ま
つ
り

を
開
催
し
ま
す
。
抽
選
会
な
ど
を
行
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

７
月
20
日(

金)

、
９
時
～(
く

じ
が
な
く
な
っ
た
時
点
で
抽
選
会
は
終
了)

●
場
所　
武
蔵
財
産
区
営
御
前
湯(

市
内
湯

町
２-

４-

12)

●
内
容　
入
湯
回
数
券
の
特
別
販
売
、
抽
選

会
な
ど

●
抽
選
会
対
象　
御
前
湯
の
利
用
者
お
よ
び

回
数
券
購
入
者

●
問
い
合
わ
せ
先　
武
蔵
財
産
区
営
御
前
湯

☎(

９
２
８)

１
１
２
６

筑紫野市歴史博物館 ふるさと館ちくしの情報

●
メ
ニ
ュ
ー　
ス
ト
ー
ン
ア
ー
ト
、
ス

ト
ロ
ー
で
管
玉
づ
く
り
、
壁
画
に
ち
な

ん
だ
塗
り
絵
や
貼
り
絵

●
期
間　
７
月
14
日(

土)

〜
８
月
26

日(

日)

、
10
時
〜
16
時

※
月
曜
日
は
休
館

●
場
所　
五
郎
山
古
墳
館(

市
内
原
田

３-

９-

５)

●
問
い
合
わ
せ
先　
五
郎
山
古
墳
館　

☎(

９
２
７)

３
６
５
５

※�

汚
れ
て
も
い
い
服
装
で
参
加
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

小
学
生
未
満
の
人
は
保
護
者
の
同
伴

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
今
年
も
五
郎
山
古
墳
館
で
、
夏
休
み

装
飾
古
墳
ア
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

　
装
飾
古
墳
ア
ー
ト
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
様
が
描
か
れ
て
い
る
五
郎
山
古
墳
の

壁
画
に
ち
な
ん
で
、
実
際
に
石
に
絵
を

描
い
て
み
る
体
験
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
壁

画
の
塗
り
絵
や
、
貼
り
絵
の
ほ
か
、
ス

ト
ロ
ー
を
使
っ
た
管
玉
の
ア
ク
セ
サ

リ
ー
作
り
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
ど
な
た
で

も
申
込
不
要
、
無
料
で
参
加
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
！

五ご

郎ろ
う

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

館か
ん

夏な
つ

休や
す

み
装そ

う

飾し
ょ
く

古こ

墳ふ
ん

ア
ー
ト


